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事　 業　 報　 告

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

１．企業集団の現況

(1)当事業年度の事業の状況

①事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、中国経済やＩＴ関連需要の減

速懸念等から景況感が下押しされるなか、企業収益も足元にきて下方修

正されるなど、慎重な姿勢が見られ、米中貿易摩擦等の対外的なリスク

が解消されないまま、先行き不透明な状況が続きました。

　米菓業界におきましては、原料米、包装資材や物流費等のコストアッ

プ要因が顕在化し価格競争がいっそう激しくなるなか、昨年のポテチシ

ョックの反動や猛暑の影響もあって、生産量自体に伸悩みが見られるな

ど厳しい事業環境が続いており、需要面においては低価格志向と高品質

志向の二極化が進み、各社の対応が分かれました。

　このような環境のもと、当社グループは、中期経営計画「岩塚Stage-

Up70」の最終年度に当たり、引き続き国産米100％を掲げて品質を重視し

た商品づくりに努めてまいりました。

　製造部門におきましては、生産品目の絞込みにより生産効率を高める

とともに、主力ラインの自動化や不良抑制に向けた設備投資、生産人員

の安定投入、品質保証体制の確立等に努め、製造原価低減と安全安心体

制の構築を継続的に進めてまいりました。

　営業部門では、全商品で国産米100％としているブランド発信力を強

め、ＴＯＰ６への集中によるシェア拡大を図るとともに、地域ブランド

米を原料とした商品や「あられ・おかき」商品等により差別化を図り、

得意分野の伸長に努めてまいりました。

　また、グローバル事業については、IWATSUKA USA Inc.を米国シアトル

に設立し（2018年11月）、北米市場に向けた本格的な事業展開に着手し

ました。

　なお、連結グループにおける業務の効率化を目的として事業の再編成

を検討した結果、法人向けカタログ販売等を行っている「株式会社越後

抄」の事業について、来年度に当社およびグループ会社に移行する予定
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でおります。

　以上、品目数の絞込み等により損益面の回復を最優先に基盤強化に努

めた結果、当連結会計年度における連結売上高は229億77百万円（前連結

会計年度比3.4％減）と減収を余儀なくされ、営業利益は減収の影響に加

え生産性向上設備に係る償却負担増や燃料費の高騰等もあって８百万円

(同87.7％減）と減益となりましたが、経常利益においては株式配当金の

増加等があり18億84百万円（同20.6％増）、親会社株主に帰属する当期

純利益は13億11百万円（同28.1％増）となりました。

<当社の事業の概要>

　当社においては、中期経営計画「岩塚Stage-Up70」の最終年度のスロ

ーガンを「米・技・心（品質こそ命）を体現しよう！」として品質重視

姿勢を堅持し、経営諸課題の達成に向け取り組んでまいりました。

　製造部門におきましては、主力商品ＴＯＰ６ブランドへの集中生産、

「田舎のおかき」自動化ライン増設等の設備投資、工場ラインの再編・

改善等による不良低減などに注力して生産性向上を図り、製造原価低減

に努めてまいりました。また、品質保証面においては、FSSC22000（食品

安全に関する国際規格ISO22000の上位規格）を飯塚工場において認証取

得したほか、新規設備導入により品質保持向上・賞味期限延長を図り、

食品ロス削減や海外向け販売の強化に繋げております。

　営業部門では、国産米100％使用の強みを活かし、主力商品であるＴＯ

Ｐ６への集中により、ブランド強化とシェア拡大に努めてまいりました。

さらに国産米の中でも地域ブランド米を使用することでブランド発信力

をより強化し、北海道産「ゆめぴりか」、新潟県産「こしひかり」や「新

之助」を使用した「味しらべ」など、ワンランク上の商品として発売し

ました。また、新潟県産もち米を使用した「岩塚のかきもち」シリーズ

の発売など、当社の強みを伸ばし一層の差別化を図ってまいりました。

また、スーパー等の小売業に対し「国産米100％米菓売場」の展開を提案

することで、岩塚ブランドを際立たせるよう努力してまいりました。ほ

か、消費者との接点の拡大を目指した体験型「おせんべい出前授業」、

ファンサイト「大人のぽりぽり倶楽部」開設などを実施しております。

以上の結果、「10枚岩塚の黒豆せんべい」がカテゴリー商品別販売金額

アイテムランキングにおいて、「田舎のおかき」がカテゴリーブランド

別販売金額で、それぞれ７年連続№１となっております（インテージＳ

ＲＩ調べ　2012年１月～2018年12月）。
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　グローバル事業については、昨年７月に「大人のおつまみえびカリ」

「大人のおつまみ塩わさび」を台湾向けに輸出を開始した後、今年２月

からは「きなこ餅」を韓国に輸出販売しております。北米向け事業展開

も軌道に乗ってきており、これらを足掛かりとして日本独自の伝統食品

である米菓を「ＢＥＩＫＡ」として世界の人々に広めたいと考えており

ます。また、訪日外国人のインバウンド需要をねらって、千歳工場を北

海道工場に呼称変更したうえで、北海道土産市場への生産・販売の強化

にも取り組んできております。

　社会貢献活動としまして、今年も東日本大震災復興のための「明日へ

つなごうプロジェクト」において、「バタしょっと」の売上の一部を義

援金として南相馬市に寄付いたしました。また、昨年に続き「五農米で

つくった味しらべ」を発売、次世代農業人を育てる教育に力を入れてい

る青森県五所川原農林高等学校とのコラボ商品により農業支援に貢献し

ております。その他、地元地域と連携した環境美化活動や、長岡花火財

団とタイアップし売上の一部を寄付する等の地域社会貢献活動を行うな

ど、今後も様々な場面で社会貢献のための活動を行ってまいります。

　以上の結果、当社単体では、売上高215億74百万円、営業損失94百万

円、経常利益18億15百万円、当期純利益12億69百万円となりました。

②設備投資の状況

　当連結会計年度中に実施しました設備投資の総額は11億30百万円であ

りました。その主なものは生産ラインの自動化等の増強であり、生産性

および品質の向上を図るものであります。

③資金調達の状況

　設備投資の資金調達につきましては、自己資金を充当いたしました。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　該当事項はありません。
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(2)財産および損益の状況

区 分 第63期
(2016年３月期)

第64期
(2017年３月期)

第65期
(2018年３月期)

第66期
（当連結会計年度）

(2019年３月期)

売 上 高 (千円 ) 22,378,181 23,025,555 23,792,403 22,977,307

経 常 利 益 (千円 ) 1,684,195 1,682,511 1,563,049 1,884,355

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円 ) 294,551 1,232,088 1,023,572 1,311,052

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 51.61 218.19 182.66 233.96

総 資 産 (千円 ) 69,074,295 66,390,739 71,535,860 76,525,482

純 資 産 (千円 ) 49,920,567 48,201,224 52,263,981 56,322,869

１株当たり純資産 ( 円 ) 8,747.58 8,601.50 9,326.58 10,051.01

(注)１．株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株　

　　当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

　　２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月　

　　16日）を当連結会計年度より適用しており、前連結会計年度の総資産の金額につい　

　　ては、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。
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(3)重要な親会社および子会社の状況

①親会社の状況

　該当事項はありません。

②重要な子会社および関連会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

<子会社>

株 式 会 社 瑞 花 60,000千円 100％ 高 級 米 菓 販 売

株式会社新潟味のれん本舗 100,000千円 100％ 米 菓 通 信 販 売

株 式 会 社 越 後 抄 100,000千円 100％ 法 人 向 け 米 菓 販 売

里山元気ファーム株式会社 10,000千円 100％ 農産物・農産加工品販売

株 式 会 社 田 辺 菓 子 舗 3,000千円 100％ かりんとうの製造販売

<関連会社>

旺旺・ジャ パ ン株式会社 100,000千円 40％ 食 料 品 の 輸 出 入

(注)１．当連結会計年度から株式会社田辺菓子舗を連結の範囲に含めております。これは、株

式会社田辺菓子舗の重要性が増加したことにより、連結の範囲に含めることとしたも

のであります。

　　２．100％子会社のIWATSUKA USA Inc.は、総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金

等が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除

外しております。
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(4)対処すべき課題

　米菓業界におきましては、今後とも生産金額、小売金額の横這い傾向が続

く見通しのなか、原料米を初めとした原材料価格の高騰、競争激化による販

売コストの上昇など、より厳しい経営環境が続くものと思われます。係る事

業環境にあって、需給双方における低価格志向と高品質志向の二極化がさら

に進むことが予想され、また、人口・世帯構造の変化や流通構造など市場の

変化に対応していく柔軟性が一層求められるものと考えております。

　当グループにおいては、このような厳しい経営環境のもと、新たな中期経

営計画（第67期～第69期）として『プライド・ＢＥＩＫＡプラン』　米菓か

らＢＥＩＫＡへ　を策定し、次に掲げる経営課題に全社一丸となって取り組

んでまいる所存でおります。

【中期経営計画『プライド・ＢＥＩＫＡプラン』の経営課題】

〔成長戦略…「米菓」から「ＢＥＩＫＡ」へ〕

・国産米100％の米菓市場拡大

　　　あられおかきを中心とした品揃えによりシェア拡大を図る。

・「ＢＥＩＫＡ　ＬＡＢ」の設立

　　　おいしさと新ジャンルへの挑戦を新工場「ＢＥＩＫＡ　ＬＡＢ（ベイ

カラボ）」で実施する。

・ＢＥＩＫＡを世界へ

　　　旺旺集団との連携を強化し、またIWATSUKA USA Inc.を拠点として、海

外事業を拡充する。

〔構造改革…生産性の追求〕

・ＴＯＰ６ブランドへの集中

　　　ＴＯＰ６ブランド＋ベビーへの選択と集中によりブランド力と生産性

の向上を図る。

・グループ会社の再編

　　　お客様ニーズや市場変化に対しグループとして迅速に対応する。

・製造原価の低減

　　　生産工場の再編を行い製造原価の低減を図る。

〔持続経営…経営基盤の強化〕

・事業拡大に対応した人財の育成

　　　事業拡充に見合った人財確保、生産技術継承や次世代リーダーのため

の育成プログラムを実施する。

　　　※「人=財産」との考えから「人材」を「人財」と表記しております。
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・長期的な経営視点で実行できる体制づくり

　　　部門間の連携強化を前提とした業務プロセス改善、多様な働き方の推

進、投資家との対話の充実について体制づくりに努める。

・ＥＳＧ経営の取り組み強化

　　　環境・社会・企業統治の観点からの経営に力を入れるとともに、ＳＤ

Ｇｓ（国際連合が提唱する持続可能な開発目標）についても併せ貢献す

ることを目指す。

　第67期については、中期経営計画初年度となり、「誇りを持っておいしさ

を創造しよう！」のスローガンのもと『プライド・ＢＥＩＫＡプランのスタ

ート』　「米菓」から「ＢＥＩＫＡ」へ　を基本方針として、次の経営課題

に取り組み持続的成長の実現に向けた基盤づくりを進めてまいります。

・国産米100％米菓の売場拡大

　　　原料米事情が厳しい中にあっても国産米100％使用にこだわり、その優

位性を確立し差別化を図ってまいります。ＴＯＰ６＋ベビーに集中・強

化し、新しい米菓売場拡大に挑戦してまいります。

・新しい発想に基づく商品開発の強化

　　　これまでの米菓の殻を破る新しい発想を持って市場のニーズを的確に

捉え、これからの消費社会にマッチした価値ある商品の開発・育成を図

ってまいります。

・トータル製造原価の低減

　　　安全安心の生産体制を構築するなかで徹底的にムダを排除し不良低減

を図り、商品設計・製造・営業の全社一丸となって生産性向上を実現し

てまいります。

・米菓のグローバル展開

　　　北米市場への輸出を本格化させるとともに旺旺集団との連携を強化し、

海外米菓市場への展開を強力に進めてまいります。

・ＥＳＧ経営の更なる進化

　　　ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）の各分野に適切に対応し持続的な成

長を図るとともに、コーポレート・ガバナンスコードにも積極的に取り

組んでまいります。

・人財育成プログラムの醸成

　　　新しい技術の取得、新しい発想の商品、新しい市場の開拓（グローバ

ル化）を図るため、課題を解決できる人財教育を目指すとともに、社員

のエンゲージメントを高めてまいります。
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　以上の経営課題を完遂することで、第67期（2020年３月期）経営計画の達

成を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご鞭撻を賜り

ますよう、お願い申し上げます。
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(5)主要な事業内容（2019年３月31日現在）

　当社グループは、米菓の製造・販売を主要な事業としております。主要な

製品名および子会社・関連会社の事業内容は以下のとおりです。

会 社 名 主 要 な 製 品 ・ 事 業 内 容

岩塚製菓株式会社

岩塚の黒豆せんべい、田舎のおかき、味しらべ、大人のおつまみシリーズ、

大袖振豆もち、ふわっと、新潟ぬれせんべい、新潟ぬれおかき、もち麦と

ごませんべい、きなこ餅、がんばれ！野菜家族、岩塚のお子様せんべい

子会社・関連会社

高級米菓の店舗販売、米菓の通信販売、法人向けの米菓販売、農産

物・農産加工品の販売、かりんとうの製造販売、米菓の輸出・食品の

輸入等を行っております。

(6)主要な営業所および工場（2019年３月31日現在）

①当社の主要な事業所

本 社 新潟県長岡市

Ｒ＆Ｄ・Ｍセンター 新潟県長岡市

工 場

飯塚工場（新潟県長岡市）、沢下条工場（新潟県長岡市）、

中沢工場（新潟県長岡市）、長岡工場（新潟県長岡市）、

北海道工場（北海道千歳市）

支 店

広域支店（東京都台東区）、北海道支店（北海道札幌市）、

東北支店（宮城県仙台市）、信越支店（新潟県新潟市）、

東京東支店（埼玉県草加市）、東京西支店（東京都稲城市）、

中部支店（愛知県北名古屋市）、関西支店（大阪府大阪市）、

中四国支店（香川県綾歌郡）、九州支店（福岡県福岡市）

(注)１．2018年４月１日より千歳工場は、北海道工場に呼称変更いたしました。

    ２．2018年９月21日より中四国支店を新設いたしました。
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②子会社および関連会社

株式会社瑞花
本社（新潟県長岡市）、

直営店（新潟県４店舗、東京都１店舗）

株式会社新潟味のれん本舗 本社、ショールーム（新潟県長岡市）

株式会社越後抄 本社（新潟県長岡市）

里山元気ファーム株式会社
本社、岩塚直売店、中沢直売店（新潟県長岡市）、

米の辻世田谷直売所（東京都世田谷区）

株式会社田辺菓子舗 本社（新潟県加茂市）

IWATSUKA USA Inc. 本社（米国 ワシントン州）

旺旺・ジャパン株式会社 本社（東京都台東区）

(7)使用人の状況（2019年３月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

879（111）名 △12（△17）名

(注)使用人数は就業員数であり、準社員、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

814（78）名 △13（△18）名 40.7歳 15.1年

(注)使用人数は就業員数であり、準社員、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

(8)主要な借入先の状況

　該当事項はありません。

(9)その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況
(1)株式の状況（2019年３月31日現在）

①発行可能株式総数　　　　　　　　23,980,000株

②発行済株式の総数　　　　　　　　 5,995,000株

③株主数　　　　　　　　　　　　　　　 3,975名

④大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

岩 塚 製 菓 共 栄 会 308,900株 5.49％

株 式 会 社 北 越 銀 行 280,000株 4.98％

SSB T C  C L I E N T  O M N I B U S  A C C O U N T 250,800株 4.46％

株 式 会 社 第 四 銀 行 250,000株 4.44％

平 石 毅 一 244,346株 4.34％

CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL 234,200株 4.16％

槇 　 政 男 202,105株 3.59％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 186,900株 3.32％

槇 　 キ ク 162,619株 2.89％

U B S  A G  S I N G A P O R E 150,000株 2.67％

(注)１．当社は、自己株式を368,395株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2)新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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(3)会社役員の状況

①取締役の状況（2019年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 槇 　 春 夫

株式会社瑞花取締役

株式会社新潟味のれん本舗取締役

株式会社越後抄取締役

里山元気ファーム株式会社取締役

株式会社田辺菓子舗取締役

IWATSUKA USA Inc.CEO

旺旺・ジャパン株式会社取締役

Want Want China Holdings Limited非執行董事

株式会社エム・アイ・ピー監査役

株式会社紀文食品監査役

常 務 取 締 役 星 野 忠 彦

当社営業本部長

株式会社瑞花取締役

株式会社新潟味のれん本舗取締役

株式会社越後抄取締役

里山元気ファーム株式会社取締役

旺旺・ジャパン株式会社代表取締役社長

IWATSUKA USA Inc.Director

常 務 取 締 役 槇 　 大 介

当社製造本部長

株式会社瑞花取締役

株式会社新潟味のれん本舗取締役

株式会社越後抄取締役

里山元気ファーム株式会社取締役

株式会社田辺菓子舗取締役

旺旺・ジャパン株式会社取締役

常 務 取 締 役 阿 部 雅 栄

当社経営管理本部長

株式会社瑞花取締役

株式会社新潟味のれん本舗取締役

株式会社越後抄代表取締役社長

里山元気ファーム株式会社取締役

株式会社田辺菓子舗取締役

IWATSUKA USA Inc.CFO

旺旺・ジャパン株式会社監査役

取 締 役 小 林 正 光

当社商品開発本部長

株式会社瑞花取締役

株式会社新潟味のれん本舗取締役

株式会社越後抄取締役

里山元気ファーム株式会社取締役

取 締 役 小 林 晴 仁

当社購買部長

株式会社瑞花取締役

株式会社新潟味のれん本舗取締役

株式会社越後抄取締役

里山元気ファーム株式会社取締役
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会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役

（監査等委員・常勤）
石 川 　 　 豊

株式会社瑞花監査役

株式会社新潟味のれん本舗監査役

株式会社越後抄監査役

里山元気ファーム株式会社監査役

株式会社田辺菓子舗監査役

取 締 役

（ 監 査 等 委 員 ）
佐 野 榮 日 出

税理士

田辺工業株式会社社外監査役

取 締 役

（ 監 査 等 委 員 ）
深 井 　 一 男 税理士

(注)１．取締役（監査等委員）石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、社外取締役であ

ります。なお、当社は、社外取締役（監査等委員）石川豊氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２．取締役（監査等委員）石川豊氏は、金融機関に長く在籍した経験から、財務および会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。

３．取締役（監査等委員）佐野榮日出氏は、税理士の資格を有しており、監査役経験も豊

富であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．取締役（監査等委員）深井一男氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

５．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために石川豊氏を常

勤の監査等委員として選定しております。

６．当社は経営の監督体制および業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入してお

ります。

現任の執行役員は次のとおりであります。（2019年３月31日現在）

氏　名 担　当

浅川　慎一 執行役員　生産管理部長

中野　　剛 執行役員　品質保証部長

下田　篤志 執行役員　商品企画部長

高橋　宏明 執行役員　営業企画部長

青山　英之 執行役員　広域流通部長

大川　利夫 執行役員　技術部長

山家　　晃 執行役員　内部監査室長
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②責任限定契約の内容の概要

　当社は、各社外取締役（監査等委員）との間で、会社法第427条第１項の

規定により、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結してお

り、会社法第425条第１項に定める額を責任の限定としております。

③取締役の報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

７名

(－)

8,782万円

(－)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

３名

(３名)

930万円

(930万円)

合 計

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

１０名

(３名)

9,712万円

(930万円)

(注)１．上記には、2018年６月26日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって退任した取締

役(監査等委員を除く）１名を含んでおります。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は

含まれておりません。

３．取締役の報酬限度額は、2015年６月25日開催の第62回定時株主総会において、取締役

（監査等委員を除く）について年額２億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）、

取締役（監査等委員）について年額2,000万円以内と決議いただいております。

ロ．社外役員が親会社および子会社等から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。
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④社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役（監査等委員）石川豊氏は、当社の100％子会社５社の監査

役であります。

・取締役（監査等委員）佐野榮日出氏は、田辺工業株式会社の社外

監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありま

せん。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査等委員会への出席状況

出席状況および発言状況

取 締 役
（監査等委員）

石 川 　 　 豊

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、ま
た、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。主
に金融機関における豊富な経験を生かした見地から
意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、監査等委員会において、当社の内部統制ならび
に内部監査について、適宜、必要な発言を行っており
ます。

取 締 役
（監査等委員）

佐 野 榮 日 出

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回、ま
た、監査等委員会14回のうち13回に出席いたしまし
た。主に税理士としての専門的な見地から意見を述
べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を行っております。また、監
査等委員会において、当社の内部統制ならびに内部監
査について、適宜、必要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

深 井 　 一 男

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、ま
た、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。主
に税理士としての専門的な見地から意見を述べるな
ど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。また、監査等委
員会において、当社の内部統制ならびに内部監査につ
いて、適宜、必要な発言を行っております。

－ 15 －

会社役員の状況



(4) 会計監査人の状況

①名称　　有限責任大有監査法人

②報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 3,300万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

3,300万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計

監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その

必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任ま

たは不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、

会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査

等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人

を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

①取締役、執行役員および使用人ならびにグループ会社の取締役の職務の

執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　法令・定款を遵守し、違反・不正行為を防止するために、社内規程の

整備、社内通報制度の導入、ならびにその周知と運用の徹底を図ってい

く。また、内部監査室員は、コンプライアンスの運用状況について監査

し、疑義ある行為について社長および監査等委員会に報告する。

②取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関す

る体制

　職務執行に係る重要文書およびその他の情報については、文書管理規

程に基づき、保存・管理を行い、取締役が求めた場合はこれらの文書を

閲覧できる体制とする。

③当社およびグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評

価し、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理体制の整備

を進めるとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理マニュアルも併せ

て整備する。

④当社およびグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制

　取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じてこれを開催するこ

とで機動的・効率的な経営判断を行う。また、効率的な業務執行を行う

ため執行役員制度を導入するとともに、担当取締役・執行役員は、経営

計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策および効率的な業務の

遂行状況を取締役会および役員会において定期的に報告し、施策・業務

遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。
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⑤子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　子会社管理規程を定め、子会社の株主総会および取締役会等の記録、

業績内容、その他重要な事項について当社へ報告する。

⑥当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

　当社は、子会社管理規程および関連会社管理規程に基づき、主要な子

会社および主要な関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。

また、当社の内部統制システムに関する体制は、グループ会社全体での

整備と運用を範囲とし、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・

要請の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。内部監査室員は、

当社およびグループ会社の内部監査を実施し、結果を社長および監査等

委員会ならびにグループ各社社長に報告する。

⑦監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を置く体制と当該

取締役および使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）か

らの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員が必要とした場合、監査等委員の職務を補助する使用人を

置くものとする。なお、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の

決定には、監査等委員の事前同意を得ることにより、取締役（監査等委

員である取締役を除く）からの独立性を確保する。また、内部監査室員

は、監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に

従う。

⑧当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役

員および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に

報告するための体制

　当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行

役員または使用人は、取締役会等の重要な会議において随時業務の状況

を報告するとともに、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事実が発

生した場合はその内容を速やかに監査等委員会に報告する。
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⑨監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制

　執行役員・使用人等は、監査等委員会に直接報告を行うことができる

ものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない

ように公益通報制度に関する協定書を取り交わすとともに外部の相談連

絡窓口を設置している。

⑩監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続

きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る

方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求をした場

合、当該費用または債務が監査等委員の職務執行に必要でない場合を除

き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑪その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は取締役会および業務執行上重要な会議への出席ならびに

議事録等の関連資料の閲覧が原則自由にできる。また、監査等委員会は

取締役（監査等委員である取締役を除く）および重要な使用人から個別

のヒアリングの機会を設けるとともに、代表取締役、内部監査室および

監査法人との定期的な意見交換を行う。
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(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社においては、前記基本方針に掲げた体制を整備しており、その基本方

針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

①取締役等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制

　取締役が関与すべき事案については、取締役会、役員会等において検

討しておりますが、取締役会においては監査等委員が社外取締役として

意見表明し決議に参加しているほか、役員会には執行役員が加わり十分

に協議する体制をとっております。

　また、内部監査室が年度内に全部署を監査し、必要に応じ特定事項に

ついて調査・検証しており、留意すべき特記事項について社長、役員会、

監査等委員会に報告しているほか、内部監査室長が取締役会にオブザー

バー出席して情報を共有することでモニタリング体制の強化を図ってお

ります。

　なお、法令遵守について、監督者研修等により社員教育を行い周知し

ているほか、外部を含む複数の内部通報窓口を設置しており、また、昨

年度よりコンプライアンス委員会を設置し的確・迅速に対応できるよう

体制整備に努めております。

②取締役等の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書その他取締役の職務執行に

係る文書は、適切に作成・保存・備置しており、電磁的媒体においても

管理しております。

　また、情報セキュリティーについて適時更新し高度化を図り、グルー

プ会社を含め周知のうえ内部統制の強化に努めております。個人情報に

おいては、個人情報保護規程等を整備のうえ厳格に取扱っているほか、

開示情報に関しては、ＦＤルールを定め適時適切な情報開示に努めてお

ります。

　なお、ＩＴ全般統制規程に基づく情報システム部のモニタリング、内

部監査室の監査等により問題点の発見・改善に努めており、必要に応じ

役員会等に報告しております。
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③当社および当社グループ会社の損失の危険に関する規程その他の体制

　ＢＣＰや危機対応マニュアルを整備しているほか、重大苦情・事故対

応マニュアル等を定めて厳格に対応し、食品製造会社として安全・安心

な製品の提供に努めております。

　また、逐次フードディフェンス対応を図るなど特に食品製造における

リスクを徹底して軽減すべく意思決定しており、品質保証部の工場点検

時の指摘に対し迅速に対応するなど都度の改善に努めております。

　なお、リスクアプローチによる業務の効率化や社長以下経営陣の選

抜・育成といった後継者計画の整備について、リスクに関する今後の課

題と認識しております。

④取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会において社外取締役を含め活発に議論しているほか、執行役

員を含む役員会を適時開催することで迅速な意思決定に努めております。

また、職務分掌に応じた決裁権限に基づく業務執行がなされており、執

行役員に対する権限委譲も進めてきております。

　また、経営計画や設備計画は各部門からの積上げを基本として役員会

の場等でよく議論されており、効率性追求と持続的成長に向けたバラン

スに配慮しております。

　なお、取締役会の実効性について社内アンケート調査により評価を行

い、その中での意見を反映する等、引き続き取締役会全体の機能の向上

に努めております。

⑤当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制（子会社の

業務内容等の報告を含む）

　経営理念や行動規範はグループ一体であり、グループ会社に対しては

子会社管理規程等に基づき運営、各種管理規程等は子会社で準用してい

るほか、毎月の経営会議には子会社社長も出席しております。

　また、内部監査室が当社組織と同様の内容で子会社を監査しているほ

か、監査等委員会の往査も行われております。内部統制運営委員会には

子会社担当も参加、内部通報窓口は子会社従業員にも周知しております。

　なお、子会社取締役会は当社の常勤取締役が全員出席のうえ月次で開

催されており、業績や今後の取組み等について報告を受け議論し子会社

業務の見直しを決定するなど、グループ会社一体での持続的成長を目指

してきております。
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⑥監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

（監査等委員会への報告体制、職務執行費用等を含む）

　取締役会等の重要会議には毎回監査等委員の出席を求め必要な報告を

行っているほか、業務監査等において各取締役と常勤監査等委員とが忌

憚のない意見交換を行っております。

　また、内部通報システムの情報は、適時に監査等委員会に報告される

体制になっており、公益通報制度に関する協定書を労働組合と締結のう

え通達により子会社役職員を含め周知しております。

　なお、監査活動に必要な費用については監査等委員会監査基準に定め

ており、研修費を含め支障なく運用しております。
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４．会社の支配に関する基本方針
　当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

を定めており、その内容についての概要は以下のとおりであります。

(1)当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ね

るのが原則であり、当社に対する大規模買付行為がなされた場合にこれに応

ずるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ねられ

るべきであると考えます。

　しかしながら、当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者

は、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと

考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値

ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主に株式

の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主が

大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提

案するための十分な時間や情報を提供しないもの、④買付者の提案した条件

よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社による買付者と

の交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少

なくありません。

　当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の

方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。

(2)会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みについて

　当社は、日本の伝統ある食文化を世界に広め、人々に喜びと豊かさを提供

することが使命であると考え、かかる使命の追求を通じた企業価値の向上を

目指しております。

　当社は、中期経営計画｢岩塚Re－Bornプラン｣（第61期～第63期）を策定し、

2013年度から2015年度までの３年間、新たな成長に向けた経営基盤づくりに

力点をおいて、個々の戦略課題にグループ会社一丸となって取り組んでまい

りました。

　当社は、この経営基盤をさらに盤石なものにし、これから本格化する21世

紀型消費社会に対応できるよう、新たなる中期経営計画「岩塚Stage-Up70」

（第64期～第66期）を策定しました。2016年度から2018年度までの３年間を

対象とするこの新・中期経営計画は、「社員一人ひとりの成長」が企業力と

して結集されていくマネジメントを実践し、企業価値の一層の向上を目指す
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ものです。当社グループは、個々の戦略課題に取り組むことで、一丸となっ

て新たなる成長への挑戦を続けてまいります。

　当社は、この中期経営計画を着実に実行していくことが、当社グループと

ステークホルダーとの信頼関係を一層強固に築き上げ、企業価値ひいては株

主共同の利益の確保・向上につながるものと確信しております。

(3)会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者により当社の財務およ

び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

　当社は、(1)で述べた会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者に

より、当社に対する大規模買付行為が行われるに際し、当該大規模買付行為

に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当社取締役会が

株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主

の皆様のために不当な条件による買付けに対する交渉を行うことなどを可能

としたりすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する

大規模買付行為を抑止するための枠組みとして、「当社株式等に対する大規

模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」という）を

導入いたしております。

①大規模買付ルールの設定

　本対応方針は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確

保・向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為が行

われる場合に、大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」

という）に対し、①事前に大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報

の提供を求め、②大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時

間を確保した上で、③株主の皆様に当社経営陣の代替案等を提示し、大

規模買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。

②新株予約権無償割当ての利用

　大規模買付者が本対応方針において定められた手続に従うことなく大

規模買付行為を行う等、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるお

それがあると認められる場合には、当社は、当該大規模買付者による権

利行使は認められないとの行使条件および当社が当該大規模買付者以外

の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付さ

れた新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当

ての方法により割り当てます。
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③当社取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用等

　本対応方針においては、大規模買付行為への対抗措置としての本新株

予約権の無償割当ての実施もしくは不実施、または本新株予約権の取得

等の判断について、当社取締役会による恣意的な判断を排するため、独

立委員会規則に従い、当社経営陣からの独立性の高い社外者のみから構

成される独立委員会の判断を経ることとしております。また、これに加

えて、本新株予約権の無償割当ての実施に際して独立委員会が株主総会

の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告し

た場合には、原則として当社取締役会は株主総会を招集するものとされ

ております。さらに、こうした手続の過程については、株主の皆様に適

時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

　なお、独立委員会は、当社社外取締役である監査等委員１名および社

外の有識者２名により構成されております。

④本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得

　本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、大規模買付

者以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社

による本新株予約権の取得と引換えに、大規模買付者以外の株主の皆様

に対して当社株式が交付された場合、当該大規模買付者の有する当社株

式の議決権割合は、当該行使・取得前と比較して、最大で50％まで希釈

化される可能性があります。

(4)上記取り組みに対する当社取締役会の判断およびその判断に係る理由

①買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本対応方針は、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関す

る指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足

しています。

②株主共同の利益の確保・向上の目的をもっていること

　本対応方針は、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当

該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断すること、あ

るいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保

し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うことなどを可能とす

ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上

させるという目的をもっているものです。
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③株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

　当社は、第63回定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に本対

応方針を更新しております。また、本対応方針では、一定の場合には、

株主総会において本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて

株主の皆様の意思の確認を行うこととしております。

　さらに、本対応方針の有効期間は、2019年３月期に関する定時株主総

会の終結の時までの３年間といたします。また、本対応方針の有効期間

の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会の決議によって

本対応方針を廃止することができます。

④独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、当社取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆

様のために、本対応方針の運用に関しての実質的な判断を客観的に行う

機関として独立委員会を設置し、同委員会は、当社社外取締役である監

査等委員１名および社外の有識者２名により構成されております。

　実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、独立委員会

が独立委員会規則に従い、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主

共同の利益を毀損するか否かなどの観点から、本新株予約権の無償割当

ての実施または不実施について、当社取締役会へ勧告を行い、当社取締

役会はその判断を最大限尊重して、かかる割当ての実施または不実施に

関する会社法上の機関としての決議を行うこととします（ただし、本新

株予約権の無償割当ての実施の可否につき当社株主総会に付議した場合

には、当該総会の決定に従う）。

　このように、独立委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳し

く監視するとともに、その判断の概要について株主の皆様に情報開示す

ることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で

本対応方針の透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

⑤合理的な客観的要件の設定

　本対応方針は、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動

されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防

止するための仕組みを確保しているものといえます。

⑥第三者専門家の意見の取得

　大規模買付者が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した

第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、

公認会計士、経営コンサルタントその他の専門家を含む）の助言を受け

ることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断

の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
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⑦デッドハンド型またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本対応方針は、当社の株式等を大量に買い付けた者が指名し、株主総

会で選任された取締役により、廃止することができるものとして設計さ

れており、デッドハンド型買収防衛策（株主総会で取締役の過半数の交

代が決議された場合においても、なお廃止または不発動とすることがで

きない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を

要する買収防衛策）ではありません。

(注)本事業報告中における金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

従業員に対する長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,209,395

1,834,393

3,843,785

161,714

122,785

1,174,784

45,103

103,663

△76,835

69,316,086

8,292,153

4,217,186

2,978,071

913,529

76,068

23,241

84,056

98,687

60,925,246

59,495,500

896,877

1,195

48,375

68,088

444,315

△29,106

流 動 負 債 3,102,125

買 掛 金 772,541

未 払 費 用 856,104

未 払 法 人 税 等 268,196

賞 与 引 当 金 295,597

そ の 他 909,685

固 定 負 債 17,100,487

長 期 未 払 金 59,628

退職給付に係る負債 1,162,953

持分法適用に伴う負債 112,028

繰 延 税 金 負 債 15,462,078

そ の 他 303,798

負 債 合 計 20,202,612

純 資 産 の 部

株 主 資 本 16,088,590

資 本 金 1,634,750

資 本 剰 余 金 1,859,250

利 益 剰 余 金 13,660,997

自 己 株 式 △1,066,406

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 40,234,278

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 40,312,058

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △77,779

純 資 産 合 計 56,322,869

資 産 合 計 76,525,482 負 債 純 資 産 合 計 76,525,482

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 22,977,307

売 上 原 価 14,508,850

売 上 総 利 益 8,468,456

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,460,340

営 業 利 益 8,116

営 業 外 収 益

受 取 利 息 42,196

受 取 配 当 金 1,799,685

そ の 他 118,379 1,960,261

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,151

た な 卸 資 産 廃 棄 損 6,618

休 止 固 定 資 産 費 用 71,201

そ の 他 4,050 84,021

経 常 利 益 1,884,355

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 24

投 資 有 価 証 券 売 却 益 632 657

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 45,792 45,792

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,839,220

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 594,882

法 人 税 等 調 整 額 △66,714 528,168

当 期 純 利 益 1,311,052

親会社株主に帰属する当期純利益 1,311,052

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,634,750 1,859,250 12,467,370 △1,066,144 14,895,225

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

連結子会社の増加に伴う増加 △4,891 △4,891

剰 余 金 の 配 当 △112,533 △112,533

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,311,052 1,311,052

自 己 株 式 の 取 得 △262 △262

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 － － 1,193,627 △262 1,193,365

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,634,750 1,859,250 13,660,997 △1,066,406 16,088,590

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 37,447,558 △78,803 37,368,755 52,263,981

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

連結子会社の増加に伴う増加 △4,891

剰 余 金 の 配 当 △112,533

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,311,052

自 己 株 式 の 取 得 △262

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額） 2,864,500 1,023 2,865,523 2,865,523

当連結会計年度変動額合計 2,864,500 1,023 2,865,523 4,058,888

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 40,312,058 △77,779 40,234,278 56,322,869

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 30 －

連結株主資本等変動計算書



貸　借　対　照　表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 輌 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

従業員に対する長期貸付金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,343,886

1,046,944

2,138

3,754,348

151,210

122,785

1,167,775

38,132

150,925

△90,373

69,080,414

7,990,150

3,625,761

489,235

2,963,531

13,528

74,075

756,225

44,551

23,241

74,813

61,015,450

59,495,500

198,427

223,177

896,877

1,195

46,069

75,667

107,642

△29,106

流 動 負 債 2,963,232

買 掛 金 752,554

1年内償還予定の社債 100,000

リ ー ス 債 務 36,191

未 払 金 491,092

未 払 費 用 838,961

未 払 法 人 税 等 240,637

預 り 金 62,785

前 受 収 益 610

賞 与 引 当 金 269,357

そ の 他 171,042

固 定 負 債 16,855,499

長 期 預 り 保 証 金 104,086

リ ー ス 債 務 56,431

退 職 給 付 引 当 金 979,678

債務保証損失引当金 80,000

繰 延 税 金 負 債 15,462,078

そ の 他 173,224

負 債 合 計 19,818,731

純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,293,509

資 本 金 1,634,750

資 本 剰 余 金 1,859,250

資 本 準 備 金 1,859,250

利 益 剰 余 金 12,865,916

利 益 準 備 金 101,437

その他利益剰余金 12,764,478

別 途 積 立 金 11,492,000

繰越利益剰余金 1,272,478

自 己 株 式 △1,066,406

評価・換算差額等 40,312,058

その他有価証券評価差額金 40,312,058

純 資 産 合 計 55,605,568

資 産 合 計 75,424,300 負 債 純 資 産 合 計 75,424,300

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 21,574,467

売 上 原 価 14,282,186

売 上 総 利 益 7,292,281

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,387,147

営 業 損 失 △94,866

営 業 外 収 益

受 取 利 息 42,441

受 取 配 当 金 1,799,685

そ の 他 148,826 1,990,953

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,376

た な 卸 資 産 廃 棄 損 3,678

休 止 固 定 資 産 費 用 71,201

そ の 他 2,361 80,617

経 常 利 益 1,815,469

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 13

投 資 有 価 証 券 売 却 益 632 646

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 44,699 44,699

税 引 前 当 期 純 利 益 1,771,416

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 560,061

法 人 税 等 調 整 額 △57,908 502,153

当 期 純 利 益 1,269,263

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,634,750 1,859,250 1,859,250 101,437 10,642,000 965,748 11,709,186 △1,066,144 14,137,042

当 期 変 動 額

別途積立金の
積 立 て

850,000 △850,000 － －

剰余金の配当 △112,533 △112,533 △112,533

当 期 純 利 益 1,269,263 1,269,263 1,269,263

自己株式の取得 △262 △262

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － 850,000 306,729 1,156,729 △262 1,156,467

当 期 末 残 高 1,634,750 1,859,250 1,859,250 101,437 11,492,000 1,272,478 12,865,916 △1,066,406 15,293,509

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 37,447,558 37,447,558 51,584,600

当 期 変 動 額

別途積立金の
積 立 て

－

剰余金の配当 △112,533

当 期 純 利 益 1,269,263

自己株式の取得 △262

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

2,864,500 2,864,500 2,864,500

当期変動額合計 2,864,500 2,864,500 4,020,967

当 期 末 残 高 40,312,058 40,312,058 55,605,568

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月16日

岩塚製菓株式会社
取締役会　御中

有限責任大有監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鴨田　真一郎 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新井　　　努 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、岩塚製菓株式会社の

2018年４月1日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連

結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が

国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき

監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又

は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に

関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。
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監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められている企業会計の基準に準拠して、岩塚製菓株式会社及び連結子会

社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月16日

岩塚製菓株式会社
取締役会　御中

有限責任大有監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鴨田　真一郎 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新井　　　努 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、岩塚製菓株式

会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第66期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。
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監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及

びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第66期事業年

度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法および

結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法およびその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロおよびハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容ならびに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役および使用人等からその構築および運用

の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、検証し意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会監査等基準に準拠し、当期監査方針、職務分担等に従い、

内部監査室その他内部統制所管部門と連携の上、取締役会や役員会等の

重要な会議における意思決定の過程およびその内容を確認し、取締役お

よび使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応

じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な工場や

営業所において業務および財産の状況を調査しました。また、子会社に

ついては、常勤監査等委員が各子会社の監査役としてその取締役会に出

席し、取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、それぞれ往査を行

い事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針

および同号ロの各取組み（いわゆる買収防衛策）については、取締役会

その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えま

した。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視および検証するとともに、会計監査人から事前に監査計画の説明

を受け、監査結果や職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求める等、意思疎通を図ってまいりました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って品質管理責任者を定め整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別

注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討

いたしました。
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２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

　なお、会社法に規程する監査等委員会の陳述権（取締役等の選任等・

報酬等についての意見の陳述）に基づき審議した結果、いずれも特に非

議すべき点はないと判断しております。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま

す。また、内部統制システムに関する事業報告記載内容および取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。今後も継続

して体制強化に取り組み、環境変化に適切に対応していくことが重要で

あると考えております。

④事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記

載されている各取り組み（会社法施行規則第118条第３号ロ）は、当該基

本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではな

く、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認

めます。

(2)計算書類およびその附属明細書の監査結果

　会計監査人「有限責任大有監査法人」の監査の方法および結果は相当であ

ると認めます。また、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保

するための体制については、指摘すべき事項は認められません。

　なお、当監査等委員会は、次期事業年度においても上記監査法人を会計監

査人に再任することを決定しております。

(3)連結計算書類の監査結果

　会計監査人「有限責任大有監査法人」の監査の方法および結果は相当であ

ると認めます。

2019年５月21日

岩塚製菓株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 石　川　　　豊 

監 査 等 委 員 佐　野　榮日出 

監 査 等 委 員 深　井　一　男 

（注）以上の監査等委員は、会社法第２条第15号および第331条第６項に規定する社外取

締役であります。

以　上
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